
お
知
ら
せ

　令
和
３
年
度
コ
ロ
ナ
に
負
け
る
な
！

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

使
用
期
限
は
３
月
31
日
㈭
ま
で
！

令
和
３
年
度
コ
ロ
ナ
に
負
け
る
な
！
プ
レ

ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
使
用
期
限
が
迫
っ
て

い
ま
す
。
期
限
を
過
ぎ
た
商
品
券
は
一
切

使
え
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
使
い
残
し
の

な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

■
使
用
期
限
　
３
月
31
日
㈭

※
紙
・
電
子
共
通
で
す
。

【
事
業
者
へ
】

■
商
品
券
の
換
金
期
限
　
４
月
22
日
㈮

問
商
工
労
政
課
商
業
・
消
費
生
活
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

土
地
や
家
屋
の

縦
覧
・
閲
覧
が
で
き
ま
す

自
己
所
有
の
土
地
や
家
屋
の
価
格
が
適
正

で
あ
る
か
を
縦
覧
帳
簿
で
確
認
す
る
こ
と

（
縦
覧
）
や
自
己
が
所
有
す
る
固
定
資
産

を
確
認
（
閲
覧
）
し
、
課
税
台
帳
の
写
し

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
期
間

　
４
月
１
日
㈮
〜
５
月
31
日
㈫

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

■
縦
覧
・
閲
覧
場
所

　
税
務
課
２
番
窓
口
（
市
役
所
１
階
）
、

各
振
興
局
・
振
興
セ
ン
タ
ー

■
縦
覧
・
閲
覧
で
き
る
人

・
縦
覧
…
固
定
資
産
税
の
納
税
者
（
同
一

世
帯
の
親
族
を
含
む
）
又
は
代
理
人
　

・
閲
覧
…
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

（
同
一
世
帯
の
親
族
含
む
）
又
は
代
理
人

※
代
理
人
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

■
持
参
す
る
も
の

　
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許

証
、
健
康
保
険
証
　
等
）

■
手
数
料
　
無
料

※
上
記
期
間
以
外
は
１
通
３
０
０
円
。

問
税
務
課
資
産
税
係

　
☎
㉒
８
２
０
６
（
市
役
所
１
階
）

育
児
・
介
護
休
業
法
の
改
正

育
児
・
介
護
休
業
法
が
改
正
さ
れ
令
和
４

年
４
月
か
ら
段
階
的
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

■
主
な
改
正
点

①
雇
用
環
境
整
備
、
労
働
者
へ
の
個
別
の

制
度
周
知
・
意
向
確
認
措
置
の
義
務
化

②
有
期
雇
用
労
働
者
の
育
児
・
介
護
休
業

取
得
要
件
の
緩
和

③
産
後
パ
パ
育
休
（
出
生
時
育
児
休
業
）

の
創
設

④
育
児
休
業
の
分
割
取
得

⑤
育
児
休
業
取
得
状
況
の
公
表
義
務
化

※
詳
細
は
大
分
労
働
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
大
分
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
室

　
☎
０
９
７
‐
５
３
２
‐
４
０
２
５

　
商
工
労
政
課
企
業
立
地
・
雇
用
労
働
係

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

学
生
は
国
民
年
金
保
険
料
が

猶
予
さ
れ
る
手
続
を
！

国
民
年
金
は
20
歳
以
上
の
人
は
加
入
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
学
生
は

一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
学
生
本
人

の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生

納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
制
度
を

利
用
す
る
場
合
は
必
要
書
類
を
持
参
の

上
、
左
記
窓
口
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
前
年
度
承
認
を
受
け
た
学
生

は
４
月
上
旬
に
再
申
請
の
用
紙
が
郵
送
さ

れ
ま
す
。
引
き
続
き
制
度
を
利
用
す
る
場

合
は
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類

　
在
学
期
間
が
分
か
る
在
学
証
明
書
（
原

本
）
又
は
学
生
証
の
写
し

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
日
本
年
金
機
構
日
田
年
金
事
務
所

　
☎
㉒
６
１
７
４

　
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係

　
☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

協
会
け
ん
ぽ
大
分
支
部
加
入
者
へ

保
険
料
率
改
定
の
お
知
ら
せ

令
和
４
年
３
月
分
（
４
月
納
付
分
）
か
ら

保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す
。

■
健
康
保
険
料
率
（
大
分
支
部
）

　
10
・
52
％
（
改
定
前
10
・
30
％
）

■
介
護
保
険
料
率
（
全
国
一
律
）

　
１
・
64
％
（
改
定
前
１
・
80
％
）

※
40
歳
〜
64
歳
ま
で
の
人
（
介
護
保
険
第
２
号

被
保
険
者
）
に
は
、
健
康
保
険
料
率
に
全
国

一
律
の
介
護
保
険
料
率
が
加
わ
り
ま
す
。

※
健
康
保
険
料
と
介
護
保
険
料
は
、
労
使
折
半

と
な
り
ま
す
。

※
任
意
継
続
被
保
険
者
は
、
令
和
４
年
４
月
納

付
分
の
保
険
料
か
ら
改
定
さ
れ
ま
す
。

問
全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け
ん
ぽ
）

大
分
支
部

　
☎
０
９
７
‐
５
７
３
‐
５
６
３
０

　
健
康
保
険
課
国
保
・
年
金
係

　
☎
㉒
８
２
７
１
（
市
役
所
１
階
）

ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の
家
族
に

補
償
金
を
支
給
し
て
い
ま
す

「
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
家
族
に
対
す
る
補

償
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ

き
、
対
象
と
な
る
ハ
ン
セ
ン
病
元
患
者
の

家
族
に
、
国
か
ら
補
償
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
補
償
金
の
請
求
書
の
提
出
や
請
求
に

関
す
る
相
談
は
、
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
厚
生
労
働
省
　
補
償
金
担
当
窓
口

　
☎
０
３‐

３
５
９
５‐

２
２
６
２

　
　hoshoukin@

m
hlw
.go.jp

■
受
付
時
間

　
平
日
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

問
大
分
県
健
康
づ
く
り
支
援
課

　
☎
０
９
７‐

５
０
６‐

２
６
６
５

　
健
康
保
険
課
保
健
医
療
係

　
☎
㉒
８
３
７
０
（
市
役
所
３
階
）

介
護
相
談
員
を
募
集

介
護
相
談
員
と
は
、
介
護
事
業
所
を
訪
問

し
利
用
者
の
相
談
に
乗
っ
た
り
、
そ
れ
を

基
に
事
業
所
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
な

ど
、
利
用
者
と
介
護
事
業
所
の
橋
渡
し
を

す
る
人
の
こ
と
で
す
。

■
応
募
資
格
　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

①
概
ね
65
歳
以
下
の
人

②
月
２
回
程
度
事
業
所
を
訪
問
で
き
る
人

③
７
月
12
日
〜
15
日
と
９
月
９
日
の
養
成

研
修
（
大
阪
）
及
び
８
月
上
旬
の
実
地

研
修
（
１
日
間
）
に
参
加
で
き
る
人

■
募
集
数
　
若
干
名

■
申
込
方
法
　
次
の
①
②
を
記
入
の
上
、

左
記
に
持
参
又
は
郵
送

①
履
歴
書

②
作
文
（
４
０
０
字
程
度
）

　
テ
ー
マ
「
介
護
に
つ
い
て
（
経
験
談
、

意
見
な
ど
）
」

■
申
込
期
限
　
３
月
31
日
㈭

■
選
考
方
法

・
書
類
選
考
（
一
次
）

・
面
接
選
考
（
二
次
）

※

応
募
に
係
る
経
費
（
交
通
費
等
）
は
、
応
募

者
負
担
で
す
。

※

介
護
相
談
員
に
は
、
市
の
規
定
に
基
づ
き
、

報
酬
及
び
交
通
費
を
支
給
し
ま
す
。

※

詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
長
寿
福
祉
課
介
護
保
険
係

　
〒
８
７
７
‐
８
６
０
１
（
住
所
記
載
不
要
）

　
☎
㉒
８
２
６
４
（
市
役
所
１
階
）

ア
タ
ッ
ク
放
課
後
子
ど
も
教
室

放
課
後
や
休
日
に
子
供
の
安
全
で
健
や
か

な
居
場
所
作
り
の
一
環
と
し
て
、
「
中
学

生
の
た
め
の
新
た
な
学
習
の
場
所
」
を
設

け
補
充
学
習
を
行
い
ま
す
。

■
と
き
　
毎
月
第
２
・
４
土
曜
日

　
午
後
２
時
〜
４
時

■
と
こ
ろ
　
ウ
ェ
ル
ピ
ア
（
予
定
）

■
募
集
数

　
中
学
生
　
10
人
（
先
着
順
）

■
実
施
科
目
　
英
語
・
数
学

■
料
金
　
無
料

※
保
険
料
８
０
０
円
が
必
要
。

■
申
込
先

　
ア
タ
ッ
ク
放
課
後
子
ど
も
教
室
事
務
局

に
電
話
又
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
申
込
み

問
ア
タ
ッ
ク
放
課
後
子
ど
も
教
室
事
務
局

（
千
原
）
☎
　
㉔
６
２
８
８

　
社
会
教
育
課
生
涯
学
習
推
進
係

　
☎
㉒
６
８
６
８
（
ア
オ
ー
ゼ
１
階
）

淡
窓
先
生
に
学
ぶ

〜
学
校
の
取
り
組
み
〜
展
示

令
和
３
年
度
に
市
内
小
・
中
学
校
で
行
っ

た
、
廣
瀬
淡
窓
や
咸
宜
園
な
ど
に
関
す
る

学
習
成
果
の
展
示
及
び
世
界
遺
産
の
取
組

み
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル
等
の
展
示
を
行
い

ま
す
。

■
と
き
　
３
月
19
日
㈯
〜
31
日
㈭

　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
。

■
と
こ
ろ

　
ア
オ
ー
ゼ
１
階
　
多
目
的
ホ
ー
ル

■
入
場
料
　
無
料

問
咸
宜
園
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

　
☎
㉒
０
２
６
８

令
和
４
年
度
自
衛
官
等
募
集

①
自
衛
官
候
補
生

■
対
象
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人

■
試
験
日
　
受
付
時
に
お
知
ら
せ

■
募
集
期
間
　
常
時

②
一
般
曹
候
補
生

■
対
象
　
18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人

■
一
次
試
験
日
　
５
月
20
日
㈮
〜
29
日
㈰

の
う
ち
１
日
（
指
定
）

■
募
集
期
限
　
５
月
10
日
㈫

※

詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
自
衛
隊
大
分
地
方
協
力
本
部
日
田
地
域

事
務
所
☎
㉔
０
８
０
９

　
市
民
課
生
活
安
全
係

　
☎
㉒
８
２
０
４
（
市
役
所
１
階
）

令
和
４
年
度
資
源
回
収
団
体
募
集

市
内
の
子
供
会
等
、
営
利
を
目
的
と
し
な

い
団
体
が
資
源
回
収
活
動
を
行
っ
た
場
合

に
、
回
収
量
に
応
じ
て
奨
励
金
を
交
付
し

ま
す
。
令
和
４
年
度
に
奨
励
金
の
交
付
を

希
望
す
る
団
体
は
登
録
を
お
願
い
し
ま

す
。

■
対
象
資
源
物
　
古
紙
類
、
古
布
、
瓶
類

■
登
録
有
効
期
間
　
１
年
間

※
現
在
登
録
し
て
い
る
団
体
も
再
度
登
録
が
必

要
で
す
。
登
録
に
必
要
な
書
類
等
は
代
表
者

に
送
付
し
ま
す
。
新
規
登
録
を
希
望
す
る
団

体
は
事
前
に
左
記
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
例
年
開
催
し
て
い
る
説
明
会
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
中
止
し
ま
す
。

問
環
境
課
生
活
環
境
係
　

　
☎
㉒
８
２
０
８
（
市
役
所
２
階
）

前
期
技
能
検
定
試
験

働
く
人
た
ち
の
技
能
を
一
定
の
基
準
で
検

定
し
、
公
証
す
る
技
能
の
国
家
検
定
試
験

が
行
わ
れ
ま
す
。

■
申
込
期
間
　
４
月
４
日
㈪
〜
15
日
㈮

※
受
験
申
請
書
は
、
商
工
労
政
課
に
備
え
付
け

て
い
ま
す
。

※
大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

※
職
種
、
試
験
実
施
日
等
に
つ
い
て
は
、
大
分

県
職
業
能
力
開
発
協
会
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
大
分
県
職
業
能
力
開
発
協
会

　
☎
０
９
７
‐
５
４
２
‐
３
６
５
１

　
商
工
労
政
課
地
域
産
業
支
援
係
　

　
☎
㉒
８
２
３
９
（
市
役
所
３
階
）

国
税
専
門
官
採
用
試
験

人
事
院
と
国
税
庁
で
は
、
国
税
専
門
官
採

用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）
の
受
験
者
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
受
験
資
格
等
の
詳
細

は
、
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
国
家
公
務

員
試
験
採
用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
）
を
ご
覧
に

な
る
か
、
日
田
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
日
田
税
務
署

　
☎
㉓
２
１
３
６
（
自
動
音
声
案
内
）

　
税
務
課
税
制
窓
口
係

　
☎
㉒
８
３
９
７
（
市
役
所
１
階
）

第
85
回
住
ま
い
の
無
料
相
談
会

雨
漏
り
、
建
具
等
住
ま
い
の
傷
み
に
つ
い

て
職
人
が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

□
と
き
・
と
こ
ろ

　
３
月
27
日
㈰
　
午
前
９
時
15
分
〜
正
午

　
桂
林
公
民
館

問
日
田
職
人
会
（
原
田
）

　
☎
０
９
０
‐
７
９
８
２
‐
８
２
２
２

健
康
・
福
祉

次回の広報ひた５月15日号は、５月15日㈪に発送します。Information ５.１

タ
ウ
ン
情
報

イ
ベ
ン
ト
・
募
集

試
験

※電子申請有り…市ホームページの電子申請のページから申込みできます。次回の広報ひた４月１日号は、４月１日㈮に発送します。 【注意】新型コロナウイルス感染症の影響で内容を変更する場合があります。二次元コードで確認を！Information ３.15 くらしの情報

2022. 3. 15　広報ひた広報ひた　2022. 3. 15 45


